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■
子
育
て
支
援
相
談
の
お
知

ら
せ 

（
健
康
福
祉
課
）

　

子
ど
も
が
か
わ
い
い
と
思
え
な
い

時
や
、
つ
い
き
つ
く
叱
っ
て
し
ま
う

な
ど
子
育
て
に
つ
い
て
悩
ん
で
い
ま

せ
ん
か
？

　

保
健
所
で
は
、
子
育
て
の
悩
み
や

不
安
の
あ
る
方
の
相
談
を
お
受
け
し

て
い
ま
す
。
児
童
相
談
所
の
福
祉
司

と
心
理
の
職
員
も
一
緒
で
す
の
で
、

お
子
さ
ん
の
養
育
に
関
す
る
あ
ら
ゆ

る
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

　

ご
本
人
以
外
の
身
近
な
方
か
ら
の

相
談
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
し

ま
す
の
で
、
お
一
人
で
悩
ま
ず
気
軽

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

○
日　

時

９
月　

日�
、　

月　

日�

２８

１０

２６

　

月　

日�
、　

月　

日�

１１

３０

１２

２８

午
前　

時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

１０

○
場　

所

　

古
河
保
健
所

○
対
象
者

古
河
市
、
五
霞
町
、
境
町
の
住
民

及
び
関
係
者

○
内　

容

虐
待
、
養
育
不
安
等
児
童
の
養
育

に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
相
談

○
相
談
予
約
・
お
問
い
合
わ
せ

　

古
河
保
健
所　

母
子
担
当

　
�
　

３
０
２
１

（３２）

■
市
民
公
開
講
座
の
お
知
ら

せ 

（
健
康
福
祉
課
）

　

猿
島
郡
医
師
会
・
境
町
と
連
携
し

て
生
活
習
慣
病
の
対
応
と
予
防
に
重

点
を
お
い
た
公
開
講
座
を
開
催
い
た

し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

○
日　

時

　

月　

日�

１０

２０

午
後
１
時　

分
か
ら

３０

午
後
３
時
ま
で

○
場　

所

　

中
央
公
民
館　

講
堂

○
対
象
者

　

五
霞
町
、
境
町
の
住
民

○
内　

容

・
茨
城
西
南
医
療
セ
ン
タ
ー
病
院
医

師
に
よ
る
講
演
会

「
専
門
家
が
語
る
成
人
の
生
活
習

慣
病
の
対
応
と
予
防
」

・
健
診
専
任
保
健
師
に
よ
る
健
康
相

談
○
主　

催

　

猿
島
郡
医
師
会

○
共　

催

　

五
霞
町
・
境
町

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

保
健
セ
ン
タ
ー

�
　

１
９
１
０

（８４）

■
総
合
健
診
結
果
個
別
健
康

相
談
の
お
知
ら
せ 
（
健
康
福
祉
課
）

　

７
月
と
８
月
に
行
い
ま
し
た
総
合

健
診
の
結
果
個
別
健
康
相
談
を
実
施

い
た
し
ま
す
。

　

保
健
師
・
栄
養
士
に
よ
る
総
合
健

診
の
結
果
説
明
及
び
栄
養
指
導
等
を

個
別
に
行
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
当
日
は
、
必
ず
健
診

の
結
果
通
知
書
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
総
合
健
診
の
結
果
を
健
康
管
理
に

活
用
し
ま
し
ょ
う
。

○
日　

時

・
９
月　

日�
、　

日�

１１

１２

①
午
前
８
時　

分
か
ら
午
前　

時

３０

１１

　

分
ま
で

３０
②
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

・
９
月　

日�
１３

①
午
前
８
時　

分
か
ら
午
前　

時

３０

１１

　

分
ま
で

３０
②
午
後
１
時
か
ら
午
後
７
時
ま
で

○
実
施
場
所
・
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
セ
ン
タ
ー

　
�
　

１
９
１
０

（８４）

■
第　

回
五
霞
町
高
齢
者
福

１２

祉
大
会
の
開
催
に
つ
い
て 

（
健
康
福
祉
課
）

　

９
月　

日�
敬
老
の
日
に
「
第　

１７

１２

回
五
霞
町
高
齢
者
福
祉
大
会
」
を
中

央
公
民
館
講
堂
に
て
開
催
し
ま
す
。

○
表
彰
者
予
定
（
８
月
１
日
現
在
）

・
最
高
長
寿
者　

男
女
各
１
名

・
百
寿
到
達
者　

０
名

・
米
寿
到
達
者　
　

名
３５

・
傘
寿
到
達
者　
　

名
６２

　

ま
た
、
金
婚
を
迎
え
ら
れ
る
方
の

表
彰
も
併
せ
て
行
い
ま
す
。

○
日　

時

９
月　

日�
１７

午
前
９
時
か
ら
午
前　

時
ま
で

１１

（
予
定
）

（
受
付　

８
時　

分
か
ら
）

３０

○
場　

所

　

中
央
公
民
館　

講
堂

○
そ
の
他

終
了
後
、
引
き
続
き
「
第
９
回
健

康
福
祉
ま
つ
り
」
を
開
催
し
ま
す
。

多
数
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

高
齢
者
支
援
Ｇ
（
内
線
２
３
８
）

■
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証

の
継
続
給
付（
更
新
）の
申
請

手
続
き
は
お
済
で
す
か 

（
健
康
福
祉
課
）

　

か
い
よ
う
性
大
腸
炎
や
パ
ー
キ
ン

ソ
ン
病
な
ど
国
が
指
定
し
た　

疾
患

４５

に
つ
い
て
、
医
療
費
の
公
費
負
担
（
助

成
）
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
特
定

疾
患
医
療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

は
、
受
給
者
証
の
継
続
給
付
（
更
新
）

手
続
き
を
行
い
、
新
た
な
受
給
者
証

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

手
続
き
が
お
済
で
な
い
方
は
、
保

健
所
に
お
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、
早

め
に
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
対
象
者

有
効
期
限
が
平
成　

年
９
月　

日

１９

３０

ま
で
の
一
般
特
定
疾
患
医
療
受
給

者
証
を
お
持
ち
の
方

○
申
請
期
限

　

９
月　

日�
ま
で

２８

○
そ
の
他

期
限
の
切
れ
た
医
療
受
給
者
証
は

無
効
と
な
り
、
医
療
費
の
公
費
負

担
（
助
成
）
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
。
継
続
給
付
（
更
新
）
事

務
の
円
滑
な
遂
行
の
た
め
、
９
月

　

日�
ま
で
の
申
請
を
お
願
い
し

１０ま
す
。

○
申
請
場
所
・
お
問
い
合
わ
せ

　

古
河
保
健
所

　
�
　

３
０
２
１

（３２）

■
８
月
〜　

月
は
全
国
統
一

１１

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
月
間
で
す 

（
産
業
課
）

　

農
地
は
国
民
の
食
糧
を
生
産
す
る

基
盤
で
あ
り
、
国
土
保
全
や
景
観
維

持
な
ど
公
共
財
産
と
も
い
う
べ
き
大

切
な
も
の
で
す
。

　

農
業
委
員
会
で
は
、
優
良
農
地
の

保
全
及
び
営
農
環
境
整
備
の
一
環
と

し
て
、
農
地
の
無
断
転
用
や
遊
休

（
耕
作
放
棄
）農
地
の
発
生
防
止
と
解

消
等
を
目
的
に
年
間
を
通
し
て
定
期

的
に
「
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
」（
農
地
の

巡
回
点
検
指
導
）
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

※広告募集中！ ごかのお知らせページの最下段に掲載されます。


